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１ 保健事業実施計画の概要 

（１）計画策定の趣旨 

 平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」において、「すべての健康保険

組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための

事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求め

るとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。 

 これに伴い、平成 28 年３月に保有するレセプト・健診データを活用し、詳細な分

析に基づく保健事業計画の実施計画「真狩村保健事業実施計画」を策定し、被保険者

の特徴や健康課題を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を展開し、被保険者の健康

保持増進や医療費の適正化を図ってきたところです。 

 今回、第１期計画期間が終了となるほか、平成 28 年 6 月に閣議決定された「日本

再興戦略 2016」において「データヘルス計画を通じた企業や保険者等による健康・

予防に向けた取組を強化する。」とされたことから、第１期計画を見直すとともに、

第２期データヘルス計画を策定し、更なる被保険者の健康保持増進や医療費の適正化

を図るものとします。 

 

（２）計画の位置づけ 

保健事業実施計画「データヘルス計画」とは、国民健康保険法第 82 条第５項の規

定により厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

指針」に基づき真狩村が策定する計画です。 

計画の策定にあたっては、「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１

（第２次））」に示された基本方針を踏まえるとともに、本村が定めるまちづくりの基

本方針である「真狩村総合計画」に即しつつ、「真狩村健康増進計画」及び「第３期

後志広域連合特定健康診査等実施計画」など他計画との整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真狩村総合計画 
真狩村健康増進

計画 

第２期真狩村保健事業実施

計画（データヘルス計画） 

第３期後志広域連合特定健

康診査等実施計画 
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◎図１ 標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第２次） 

－特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康日本２１（第２次）を着実に推進－ 

特定健診・特定保健指導の実施率の向上 

地域・職場のメリット 

○各地域、各職場特有の健康課題

がわかる。 

○予防する対象者や疾患を特定

できる。 

〈レセプト分析〉 

○何の病気で入院しているか、治

療を受けているか、なぜ医療費が

高くなっているか知ることがで

きる。 

個人のメリット 

○自らの生活習慣病のリスク保

有状況がわかる。 

○放置するとどうなるか、どの生

活習慣を改善すると、リスクが減

らせるかがわかる。 

○生活習慣の改善の方法がわか

り、自分で選択できる。 

○重症化が予防できる 

○医療費の伸びを抑制できる 

○重症化が予防できる 

○死亡が回避できる 

高血圧の改善 脂質異常症の減少 糖尿病有病者の増加の抑制 

虚血性心疾患 

死亡率の減少 

脳血管疾患 

死亡率の減少 

糖尿病腎症による 

新規透析患者数の減少 

メタボリックシンドロームの減少 

 

未受診者への

受診勧奨 

 

データの 

分析 

健康寿命の延伸 

健康のための資源（受診の機会、 

治療の機会）の公平性の確保 

健康格差の縮小 
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◎図２ 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の位置づけ 

項 目 特定健康診査等実施計画 データヘルス計画 健康日本２１計画 

法 律 
高齢者の医療の確保に関する法律 

第19条 

国民健康保険法 第82条 

(Ｈ16年厚生労働省告示第307号) 
健康増進法 第８条、第９条 

基本的 

な指針 
厚生労働省 保険局 

厚生労働省 保険局 

（平成28年6月「国民健康保険

法に基づく保健事業の実施等に

関する指針の一部改正」） 

厚生労働省 健康局 

（平成24年6月「国民の健康の

増進の総合的な推進を図るため

の基本的な方針」） 

計 画 

策定者 
医療保険者 医療保険者 

都道府県：義務 

市 町 村：努力義務 

基本的な 

考 え 方 

 

 メタボリックシンドロームの

疾患概念と診断基準を日本医学

学会が示し、内臓脂肪型肥満に起

因する糖尿病等の生活習慣病は、

予防可能であり、発症後であって

も血糖、血圧等をコントロールす

ることにより重症化を予防する

ことが可能である。 

 

生活習慣病等に関する健康診

査（特定健康診査）及びその結果

により健康の保持に努める必要

がある者に対する保健指導（特定

保健指導）を円滑に実施し、生活

習慣病の予防、早期発見、早期治

療、重症予防を進める。 

 

 

社会環境の大きな変化を背景

に、効果的な保健事業の実施が期

待される。 

“国民の健康寿命の延伸”の実現

のためにデータヘルス計画の実

行等が求められている。 

 

保健事業の効果的かつ効率的

な推進を図るためには、健康・医

療情報、各種保健医療関連統計資

料その他の健康や医療に関する

情報を活用して、PDCAサイク

ルに沿って事業運営を行う。 

 

保険者が支援の中心となって、

被保険者の特性を踏まえた効果

的かつ効率的な保健事業を展開

することを目指す。 

 

 

21世紀において日本に住む国

民一人ひとりの健康を実現する

ため、新しい考え方による取組み

を社会の様々な健康関連グルー

プが支援し、健康を実現すること

を理念としています。 

 

疾病による死亡、罹患、生活習

慣上の危険因子などの健康に関

わる具体的な目標を設定し、十分

な情報提供を行い、自己選択に基

づいた生活習慣の改善および健

康づくりに必要な環境整備を進

めることにより、一人ひとりが稔

り豊かで満足できる人生を全う

できるようにし、併せて持続可能

な社会の実現を図る。 

対象年齢 40歳～74歳 

 

被保険者全員 

 

乳幼児期、青壮年期、高齢期 

対象疾病 

   

虚血性心疾患 

脳血管疾患 

メタボリックシンドローム 

肥満 

糖尿病 

メタボリックシンドローム 

肥満 

糖尿病 

メタボリックシンドローム 

肥満 

糖尿病 

虚血性心疾患 

脳血管疾患 

虚血性心疾患 

脳血管疾患 

・慢性閉塞性肺疾患

（COPD） 

・がん 

ロコモティブシンドローム 

認知症 

メンタルヘルス 

・ 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患

（COPD） 

・がん 
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項 目 

 

特定健康診査等実施計画 データヘルス計画 健康日本２１ 計画 

目  標 

 

各医療保険者の目標値(第３期) 

医療保険者 
特 定 

健 診 

特定保健

指導 

 

全  体 

 

70％ 

 

45％ 

 

①健康保険 

組合 

 

90％ 

 

55％ 

 

②共済組合 

 

90％ 

 

45％ 

 

③国保組合 

 

70％ 

 

30％ 

 

④全国健保 

協会 

 

65％ 

 

35％ 

 

⑤市町村国保 

 

60％ 

 

60％ 

 

 

○分析結果に基づき 

(1)直ちに取組むべき健康課題 

(2)中長期的に取組むべき健康課

題を明確にし、目標値を設定

する。 

 

疾病の重症化を予防する取組

みとして 

 

①優先順位を設定 

②適切な保健指導 

③医療機関への受診勧奨 

④医療との連携（治療中断者の保

健指導） 

 

◎計画期間 

 平成３５年度まで 

 

（医療費適正化計画の第３期 

の最終年度） 
 

 

 

53項目の目標 
○健康寿命の延伸と健康格差の縮小

の実現に関する目標 

○主要な生活習慣病の発症予防と重

症化予防に関する目標 

(1)がん 

(2)循環器疾患 

脳血管、虚血性心疾患、高血圧、

脂質異常症、メタボリック特定健

診・特定保健指導 

(3)糖尿病 

(4)ＣＯＰＤ 

○社会生活を営むために必要な機能

の維持・向上に関する目標 

(1)こころの健康 

(2)次世代の健康 

(3)高齢者の健康 

○健康を支え、守るための社会環境の

整備に関する目標 

○栄養・食生活、身体活動・運動・飲

酒・喫煙及び歯・口腔の健康に関す

る生活習慣 

(1)栄養・食生活 

(2)身体活動・運動（歩数） 

(3)休養 

(4)飲酒 

(5)喫煙 

(6)歯・口腔の健康 

評  価 

 

（1）特定健診率 

 

（2）特定保健指導率 
 

 

 健診・医療情報を活用して、費

用対効果の観点も考慮しつつ行

う。 

(1)生活習慣の状況 

①食生活 

②日常生活における歩数 

③アルコール摂取量 

④喫煙 

(2)健康診査等の受診率 

①特定健診率 

②特定保健指導率 

③健診結果の変化 

④生活習慣病の有病者・予備群

(3)医療費等 

①医療費 

②介護費 

 

◆質問票（22項目） 

①食生活 

・人と比較して食べる早さが早い 

・就寝前２時間以内に夕食をとる 

・夕食後の間食 

・朝食を抜くことが週３回以上あ

る。 

②日常生活における歩数 

・1回30分以上の軽い汗をかく

運動 

・日常生活において歩行は１日１

時間以上 

・ほぼ同じ年齢の同性と比較し

て、歩く速度が速い 

③アルコール摂取量 

・お酒の飲む頻度 

・１日当たりの飲酒量 

④喫煙 

・現在タバコを習慣的に吸ってい

ます。 

 

※53項目中 特定健診に関する項目

15項目 

 

 

    

①脳血管・虚血性心疾患の年

齢調整死亡率の減少 

②合併症（糖尿病性腎症によ

る年間新規透析導入患者

数）の減少 

③治療継続者の割合の増加 

⑥特定健診・特定保健指導の

実施率の向上 

⑦メタボ予備群・メタボ該当

者の減少 

⑧高血圧の改善 

⑨脂質異常症の減少 

⑩適正体重を維持している

者の増加（肥満、やせの減

少） 

⑪適切な量と質の食事をと

るものの増加 

⑫日常生活における歩数の

増加 

⑬運動習慣者の割合の増加 

⑭成人の喫煙率の減少 

⑮生活習慣病のリスクを高

める量を飲酒している者

の割合の減少 
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（３）計画期間 

このデータヘルス計画は、他の保健医療関係の法定計画である「北海道医療費適正

化計画（第３期）」や「第３期後志広域連合特定健康診査等実施計画」との整合性を

図るため、平成 30 年度から平成 35 年度までの 6 年間とします。 

 

（４）実施体制・関係者連携 

 本計画の策定をはじめ、事業実施、評価、見直し等については住民課医療保険係が主体と

なり行いますが、保健衛生部門、介護部門及び後志広域連合など、関係機関及び各担当部署

との連携体制を確立しながら、計画の円滑な推進を図ることとします。 
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２ これまでの取組と第１期計画の評価 

（１）真狩村の状況 

 本村の平成28年度末における人口構成概要は表１のとおりで、真狩村総人口の39.6％が

真狩村国民健康保険に加入し、その34.0％が65歳以上という状況となっており、男女・年

齢階層別人口及び被保険者数（平成29年12月末現在）は図２のとおりとなっています。 

 過去３か年における被保険者数の推移は図３のとおりであり、被保険者数は社会保険加入

などにより年々減少傾向にあり、一方で、高齢者数は変動がないため、高齢者率は増加して

います。今後もこの傾向は続くものと考えられます。 

 

◎表１ 人口構成概要（平成29年3月末現在） 

総人口 国保被保険者数 国保加入率 

 高齢化率 

（65歳以上） 

 高齢化率 

（65歳以上） 

2,059人 35.5％ 81５ 34.0％ 39.6％ 

 

◎表２ 年間被保険者異動状況（平成27年度・平成28年度比較） 

平成27年度 平成28年度 差引 

848人 815人 △33人 

①加入 

転入 社会保険等 

の資格喪失 

生活保護の

廃止 

出生 後期離脱 その他 合計 

23人 123人 0人 0人 0人 19人 170人 

②脱退 

転出 社会保険等

の資格取得 

生活保護の

開始 

死亡 後期加入 その他 合計 

20人 135人 2人 5人 23人 18人 203人 
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◎図４ 男女・年齢階層別人口及び被保険者数（平成29年12月末現在） 

 

 

◎図５ 年度別被保険者数の推移（各年度３月末現在） 
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（２）第１期計画の評価 

 第１期データヘルス計画に基づき実施した各事業についての達成状況は次のとおりです。 

 なお、達成状況は計画期間中であることから、平成28年度末時点での状況となっています。 

 評価については、１～評価できない、２～悪化している、３～横ばい、４～改善している、

５～目標達成 の５段階での評価とします。 

◎表４ 保健事業実施内容 

項目 ポピュレーション(生活習慣) 

目標・目的 
健康管理に運動習

慣を促す 

たばこの害や周囲へ

の影響を理解して禁

煙する 

被保険者に自身の

医療費を把握して

もらう 

良好な生活習慣を

継続することで得

られる健康生活の

意義を知る 

病気を予防し、健

康を維持するた

めの食事につい

て知る 

対象者 40～74 歳の住民 40～74 歳の住民 ０～74 歳の住民 18～74 歳の住民 ０～74 歳の住民 

事業名 運動習慣の啓発 禁煙の啓発 
医療費通知・ジェネ

リック差額通知 
健康教育 栄養教室 

実施方法 

住民が継続して運

動できるような他

機関と連携した体

制作りと情報提供

について検討する 

広報及び健診機会を

情報発信の手段とし

て検討する 

全受診世帯へ年 6

回医療費通知・年 2

回ジェネリック差

額通知 

出前講座による講

話や運動・料理教室

を、自治会や各種団

体で行う。広報によ

る健康情報の周知 

妊娠期・乳幼児

期・学童期・成人

期・高齢期の各世

代を対象とした

栄養教室を行う 

実施体制 
医療保険係・保健

係 
保健係 後志広域連合 

医療保険係・保健係を

主体に町内会・関係団

体の協力を得る 

保健係 

評価方法 

生活習慣項目「1

回 30 分以上運動

習慣なし」の割合

の改善 

生活習慣項目で「喫

煙」の割合の改善 
  

健康教育実施回数

増・生活習慣項目の

改善 

食に関する生活

習慣項目の改善 

達成状況 

（平成 28 年

度末時点） 

Ｈ26 81.6% 

  ↓ 

Ｈ27 81.3% 

Ｈ28 77.5% 

*P13 

Ｈ26 20.8% 

  ↓ 

Ｈ27 21.7% 

Ｈ28 18.5% 

*P13 

  

・健康教育の実施回数 

Ｈ26 出前 0 回 

    料理 3 回 

↓ 

Ｈ27 出前 4 回 

    料理 2 回 

Ｈ28  出前 4 回 

    料理 1 回 

*P13 

・生活習慣項目（全 22

項目） 

Ｈ27（Ｈ26 比） 

改善した項目数 9 個 

悪化した項目数 12 個 

変化なしの項目数1個 

Ｈ28（Ｈ26 比） 

改善した項目数 8 個 

悪化した項目数 14 個 

*P13 

・食に関する生活習

慣項目（全 10 項目） 

Ｈ27（Ｈ26 比） 

改善された項目数

５個 

悪化した項目数 

5 個 

Ｈ28（Ｈ26 比） 

改善された項目数

3 個 

悪化した項目数 

7 個 

*P13 

評価※ ４ ４ 
 

２ 2 
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項目 健診受診促進 

目標・目的 

より多くの人に自

身の健康状態を理

解してもらう為、

健診受診を促す 

青年期から健康管

理の意識を啓発す

る 

各種がん検診の予

防効果と検診の内

容理解を深め、検診

受診行動を促す 

年 1 回自身の健康

状態を把握できる

よう途切れずに健

診受診を促す 

対象者 
40～74 歳の前年

度未受診者 

25 歳～39 歳の住

民 
30 歳以上の住民 前年度受診者 

事業名 
特定健診未受診者

対策 

若年者健診受診勧

奨 
がん検診受診勧奨 継続受診勧奨 

実施方法 

前年度までの未受

診者に受診勧奨は

がきを送付し、電

話勧奨を行う。 

広報折込チラシで

対象年齢の拡大を

周知し、健診実施及

び結果説明により、

指導・受診勧奨を行

う。 

対象年齢の節目年

齢ごとに受診勧奨

を行う 

前年度受診者への

電話及び訪問によ

る受診勧奨を行う 

実施体制 
外部委託・医療保

険係 
保健係・医療保険係 保健係・医療保険係 保健係・医療保険係 

評価方法 
健診受診率の向上

(健診受診率 60％) 

周知内容と効果を

検討しながら継続

実施 

対象者の検診への

理解が高まる・健診

受診率 50％ 

継続受診率の維

持・向上   

（継続受診率 100％） 

達成状況 

（平成 28

年度末時

点） 

・健診受診率 

Ｈ26 23.8％ 

↓ 

Ｈ27 36.2％ 

Ｈ28 36.0％ 

*P13 

・若年者健診 

Ｈ26 受診者数 

28 名 

↓ 

Ｈ27 受診者数 

34 名 

Ｈ28 受診者数 

44 名 

*P14 

・がん検診平均受診

率 

Ｈ26 16.1％ 

↓ 

Ｈ27 15.7％ 

Ｈ28 15.4％ 

*P15 

Ｈ26 69.2％ 

↓ 

Ｈ27 76.5％ 

Ｈ28 66.9％ 

*独自調査（KDB・

被保険者台帳） 

評価 4 5 ２ ２ 
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項目 保健指導(特定・それ以外) 

目標・目的 
保健指導の利用率

向上を図る 
自身の健康に関心を持ち、生活習慣病予防のために生活習慣の改善を促す 

対象者 
特定保健指導対象

者 

血糖値・ＨｂＡ１ｃ

基準値以上の受診

者 

ＬＤＬコレステロ

ール基準値以上の

受診者 

「腹囲」「ＢＭＩ」

基準値以上の受診

者 

０～74 歳の住民 

事業名 特定保健指導 糖尿病予防指導 
脂質異常症予防指

導 

体重コントロール

指導 
健康相談 

実施方法 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

月 1 回栄養相

談・健康相談・運

動指導を行う 

実施体制 
保健係・委託保健

師・委託栄養士 
保健係 保健係 保健係 保健係 

評価方法 
特定保健指導終了

率向上 
有所見率の改善 有所見率の改善 有所見率の改善 有所見率の改善 

達成状況 

（平成 28

年度末時

点） 

・特定保健指導終了

率 

Ｈ26 38.5％ 

↓ 

Ｈ27 45.2％ 

Ｈ28 46.9％ 

*P15 

・空腹時血糖 

Ｈ26 男 25.9％ 

    女  20.9％ 

   ↓ 

Ｈ27 男 30.7％ 

    女 25.0％ 

Ｈ28 男 27.5％ 

    女 18.1％ 

*P16 

・ＬＤＬ-Ｃ 

Ｈ26 男 55.2％ 

    女 59.7％ 

   ↓ 

Ｈ27 男 62.5％ 

    女 63.5％ 

Ｈ28 男 67.5％ 

    女 61.7％ 

*P16 

・腹囲 

Ｈ26 男 50.0％ 

    女 19.4％ 

  ↓ 

Ｈ27 男 51.1％ 

    女 22.9％ 

Ｈ28 男 61.3％ 

    女 20.2％ 

*P16 

・有所見率 
（全 12 項目） 

Ｈ27（Ｈ26 比） 

改善された項目数 

男 3 個・女 2 個 

悪化した項目数 

男 9 個・女 9 個 

変化なし  女 1 個 

Ｈ28（Ｈ26 比） 

改善された項目数 

男 3 個・女 4 個 

悪化した項目数 

男 9 個・女 7 個 

変化なし 

女 1 個 

*P16 

・ＢＭＩ 

Ｈ26 男 44.8％ 

    女 29.9％ 

  ↓ 

Ｈ27 男 43.2％ 

    女 31.3％ 

Ｈ28 男 55.0％ 

    女 23.4％ 

*P16 

 

評価 4 ２ ２ ２ ２ 
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項目 
糖尿病・高血圧等管理・重症化予防 

未治療 治療中 

目標・目的 早期に治療を開始し重症化を予防する 複数の生活習慣病が重なりあうことを予防する 

対象者 受診勧奨 健診受診者のうち重症化が予想される対象者 

実施方法 
・保健指導を行い、医療機関への受診勧奨を行う。 

 3～6 か月後受診行動を確認する 

・集団健診後は結果説明会への呼び出し及び不参加者へ

の訪問を主とした継続指導 

・個別健診後は結果返却を合わせた訪問で受診状況の確

認を行う 

実施体制 保健係 保健係 

評価方法 非受診者数の減少 有所見率・有病率の減少 

達成状況 

（平成 28

年度末時

点） 

Ｈ26 6 人 

↓ 

Ｈ27 9 人 

Ｈ28 7 人 
*P19 

・有所見率（全 12 項目） 

Ｈ27（Ｈ26 比） 

改善された項目数 

男 3 個・女 2 個 

悪化した項目数 

男 9 個・女 9 個 

変化なし 女 1 個 

Ｈ28（Ｈ26 比） 

改善された項目数 

男 3 個・女 4 個 

悪化した項目数 

男 9 個・女 7 個 

変化なし 女 1 個 
*P16 

・生活習慣病有病率 

Ｈ26 33.0％ 

↓ 

Ｈ27 33.5％ 

Ｈ28 35.3％ 
*P17 

 

 

評価 ２ ２ 

 

① ポピュレーション（生活習慣） 

 ア 運動習慣及び禁煙の啓発 

    運動習慣はふまねっと教室、ストレッチ教室、集団ウォーキングを開催した。また、 

広報周知として、毎月の広報に運動に関する記事及び禁煙に関する記事の掲載を行っ 

た。 

◎表５ 運動教室の状況 

 ふまねっと

教室 

ストレッチ

教室 

集団ウォー

キング教室 

運動に関す

る広報掲載

回数 

禁煙に関す

る広報掲載

回数 

Ｈ26 10回 

201名 

3回 

17名 

（未実施） 2回 

 

0 回 

Ｈ27 12回 

178名 

2回 

14名 

3回 

28名 

0回 1 回 

Ｈ28 12回 

234名 

1回 

9名 

5回 

46名 

2回 0 回 
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 イ 健康教育・栄養教室 

   出前講座、料理教室を開催した 

◎表６ 出前講座・料理教室の状況（開催回数・参加者数） 

 出前講座 料理教室 

Ｈ26 0回 3回・33名 

Ｈ27 4回・53名 2回・18名 

Ｈ28 4回・46名 1回・7名 

 

◎表７ 生活習慣に関する項目割合（詳細） 

 服薬 既往歴 喫煙 週 3 回

以上朝

食を抜

く 

高血圧 糖尿病 脂質異

常症 

脳卒中 心臓病 腎不全 貧血 

Ｈ26 18.4 4.8 16.8 1.6 1.6 0.0 4.0 20.8 11.2 

Ｈ27 22.3 6.5 15.8 1.1 2.3 0.0 5.7 21.7 8.0 

Ｈ28 25.4 4.6 19.7 4.3 1.8 0.6 6.7 18.5 14.5 

（道Ｈ28） (33.2) (7.0) (24.4) (3.5) (5.6) (0.5) (9.2) (16.7) (10.4) 

 

週 3 回

以上食

後間食 

週 3 回

以上就

寝前夕

食 

食べる

速度が

速い 

20 歳

時体重

か ら

10 ｋ

ｇ以上

増加 

1回30

分以上

運動習

慣なし 

1 回 1

時間以

上運動

なし 

睡眠不

足 

毎日飲

酒 

時々飲

酒 

1 日 飲

酒量 

1 合 未

満 

17.6 13.6 21.6 36.8 81.6 47.2 32.8 17.6 28.8 54.3 

22.2 21.6 23.9 40.9 81.3 51.1 25.0 16.6 23.4 63.3 

30.6 26.6 24.3 41.0 77.5 41.0 25.7 18.2 27.3 54.5 

(15.9) (14.6) (27.3) (27.3) (61.6) (48.0) (22.6) (22.0) (26.2) (58.0) 

 

1日飲酒量 

1 ～ 2

合  

2 ～ 3

合 

3 合 以

上 

31.9 8.6 5.2 

21.3 11.8 3.6 

29.9 12.3 3.2 

(26.7) (11.9) (3.4) 
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② 健診受診促進 

 ア 特定健診未受診者対策 

    保健師・管理栄養士など専門職による電話勧奨業務を外部委託により実施しました。 

（平成27年度は後志広域連合が実施） 

◎表８ 特定健診未受診者対策電話勧奨の状況 

 通話件数 うち健診受診 

意向件数 

Ｈ27 238件  44件 

Ｈ28 125件  25件 

 イ 若年者健診受診勧奨事業 

    町内回覧、防災無線での周知のほか、継続受診者には、保健師等から直接対象者に 

電話勧奨を実施しました。 

◎表９ 若年健診受診勧奨の状況 

   健診回数・ 

受診者数 

受診率 

(31-40歳人口) 

保健指導実施件数 

Ｈ26 3回 

28名 

10.9％ 

(258名) 

4件 

Ｈ27 3回 

33名 

12.3％ 

(268名) 

8件 

Ｈ28 3回 

44名 

17.8％ 

(247名) 

22件 

 *受診率は、受診者数/年度末（３１～４０歳）年齢の人口 

 

ウ がん検診受診勧奨 

    町内回覧、防災無線での周知のほか、節目の年齢ごとに健診料の無料クーポンの配 

布及び継続受診者には、保健師等から直接対象者に電話勧奨を実施しました。 

 

 

 

考察）保健事業を行うものの、成果として生活習慣項目割合全体の改善に大きくつなげる

ことはできませんでしたが、その中でも「１回 30 分以上運動習慣なし」と「１回 1 時間

以上運動なし」「睡眠不足」「3 合以上飲酒」の割合が微減しているのが、運動教室や栄養

教室の一定の成果だと評価できます。道平均より高率な項目は、平均に近づけること、そ

れ以外の項目も現状維持又は改善することが課題となりました。健診受診率の向上から、

項目数値の改善はしていないものの、潜在的に生活習慣項目が悪化していた人を数値化で

きたことは一定の成果です。 

事業の提供量より、数値の分析（参加率や年齢層、生活習慣）の細かい分析を行い、ター

ゲットを絞った中での保健指導を行うことが課題となりました。 
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◎表１０ 無料クーポン発行状況 

 無料クーポン発行件

数 

うち受診者数 

Ｈ26 299件 75名 

Ｈ27 204件 59名 

Ｈ28 201件 50名 

◎表１１ がん検診の受診状況 

 胃がん 子宮頸がん 肺がん 乳がん 大腸がん 

Ｈ26 対象者数 880 616 880 423 880 

平均受診率 

16.1％ 

受診者数 126 85 133 89 142 

受診率 14.3 13.8 15.1 21.0 16.1 

Ｈ27 対象者数 854 594 854 412 854 

平均受診率 

15.7％ 

受診者数 107 93 120 86 130 

受診率 12.5 15.7 14.1 20.9 15.2 

Ｈ28 対象者数 861 581 861 409 861 

平均受診率 

15.4％ 

受診者数 106 93 123 80 127 

受診率 12.3 16.0 14.3 19.6 14.8 

*地域保健・健康増進事業報告（対象者数は、Ｈ28の報告基準によりＨ27・Ｈ26を置き換えて独自で算出） 

 

エ 継続受診勧奨 

   前年度受診者へ保健師等から直接対象者に電話勧奨を行った。 

◎表１２ 電話勧奨の実施状況 

 通話件数 うち健診受診 

意向件数 

Ｈ26 50件 37件 

Ｈ27 60件 42件 

Ｈ28 85件 51件 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察）外部委託での直接的な電話勧奨業務では一定の成果があり、健診の受診率が全体と

して上昇しました。また、保健師からの電話勧奨業務でも継続受診率がある程度上昇しま

したが、継続受診率が 66.9％と低迷していることから、受診勧奨方法や個別の要因分析

を行う必要があります。一過性の受診勧奨では自ら健康管理ができているとは言えず、毎

年、健診を受診するような行動変容につなげていきたいと考えます。 

周知方法及び受診勧奨の分析ができていないという課題が残りました。 

特に若年層の受診率が 17.8％と低迷しているため、底上げする観点から、若い世代から

自身の健康状態を把握する習慣を身につけるよう周知方法などを工夫し、健診受診率を向

上させ、被保険者をさらに支援する必要があります。 
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③ 保健指導（特定健診・特定健診以外） 

ア 特定保健指導 

◎表１３ 特定保健指導の状況 

 特定保健指導対象者

数 

特定保健指導終了者

数 

特定保健指導実施率 

Ｈ26 ２６人 １０人 38.5％ 

Ｈ27 ３１人 １４人 45.2％ 

Ｈ28 ３２人 １５人 46.9％ 

※法定報告値より 

 

イ 糖尿病予防指導 

ウ 脂質異常症予防指導         健診結果説明会（呼出・訪問含む） 

エ 体重コントロール指導 

オ 健康相談 

◎表１４ 健診結果説明会の開催状況 

 実施回数及び参加者

数 

通知のみ 指導対象者で通知の

み者数（不参加者数） 

Ｈ26 3回 85名 52名 5名 

Ｈ27 3回 137名 111名 2名 

Ｈ28 3回 133名 117名 4名 

*独自調査 

◎表１５ 有所見率 

男 BMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C 空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 

抽出条件 25以上 85以上 150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上 7.0以上 130以上 

Ｈ26 44.8 50.0 22.4 29.3 8.6 25.9 46.6 6.9 48.3 

H27 43.2 51.1 29.5 26.1 9.1 30.7 51.1 21.6 37.5 

Ｈ28 55.0 61.3 31.3 28.8 2.5 27.5 48.8 12.5 45.0 

(道Ｈ28) (35.5) (51.1) (28.1) (23.0) (8.1) (28.7) (49.7) (14.9) (51.0) 

 

拡張期血圧 LDL-C クレアチニン 

85以上 120以上 1.3以上 

22.4 55.2 0.0 

25.0 62.5 1.1 

25.0 67.5 1.3 

(15.5) (58.7) (0.2) 
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女 BMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C 空腹時血糖 HbA1c 尿酸 収縮期血圧 

抽出条件 25以上 85以上 150以上 31以上 40未満 100以上 5.6以上 7.0以上 130以上 

Ｈ26 29.9 19.4 11.9 10.4 1.5 20.9 43.3 0.0 38.8 

Ｈ27 31.3 22.9 11.5 13.5 1.0 25.0 49.0 2.1 43.8 

Ｈ28 23.4 20.2 17.0 5.3 2.1 18.1 45.7 1.1 29.8 

(道Ｈ28) (22.8) (16.3) (15.5) (9.6) (1.6) (16.3) (46.5) (2.2) (43.1) 

 

拡張期血圧 LDL-C クレアチニン 

85以上 120以上 1.3以上 

19.4 59.7 0.0 

24.0 63.5 0.0 

13.8 61.7 0.0 

(15.5) (58.7) (0.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 糖尿病・高血圧等管理・重症化予防 

◎表１６ 生活習慣病保有者数及び率 

 保有者数 保有率 

Ｈ26 311人 33.0％ 

Ｈ27 319人 33.5％ 

Ｈ28 309人 35.3％ 

（道Ｈ28）  （36.1％） 

*ＫＤＢ（市区町村別データ）より 

◎表１７ 最大医療資源傷病名による割合 

 がん 慢 性 腎 不

全（透析あり） 

糖尿病 高血圧症 精神 筋・骨格 

Ｈ26 30.2 9.0 9.2 7.5 7.2 18.0 

Ｈ27 25.7 9.0 11.6 8.3 11.9 17.5 

Ｈ28 37.4 7.9 8.8 7.3 9.5 18.1 

(道Ｈ28) (25.1) (7.1) (9.5) (9.8) (15.9) (16.8) 

 

 

 

考察）男女ともＢＭＩ、腹囲、中性脂肪、ＬＤＬ－Ｃの割合が道平均より高い結果となり

ました。また、食生活の改善や運動習慣により改善される値もあるため、日頃から関連情

報の周知にも努める必要があります。 

 まずは、健診受診率を上昇させ、そこから保健指導を行うことで積極的に介入し、潜在

的なハイリスク者を減らす必要があります。 

 要治療者へは、結果説明会時に受診勧奨を継続実施します。 

 治療中断者には、定期的に治療を中断していないか確認します。 
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（３）第１期計画における目標の達成状況について 

 ①短期目標 

  第１期計画では、「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」、「メタボリックシンドローム」 

 の減少を目標としていました。 

 高血圧 脂質異常症 糖尿病 

メタボリックシンドローム 

（男女計） 

予備群 該当者 

Ｈ26 158人 169人 74人 14人 18人 

Ｈ28 165人 169人 75人 27人 28人 

差引 ＋7人 ±0人 ＋1人 ＋13人 +10人 

 ②中長期目標 

  第１期計画では、「脳血管疾患」「虚血性心疾患」「糖尿病性腎症」の減少を目標としてい

ました。 

 脳血管疾患 虚血性心疾患 糖尿病性腎症 

Ｈ26 29人 45人 14人 

Ｈ28 31人 42人 12人 

差引 ＋2人 △3人 △2人 

※平成29年度は計画見直し期間中であり、評価値の対比が困難のため、平成28年度と平成

26年度の比較で評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察）生活習慣病の保有率が年々増加傾向にあり、「がん」「慢性腎不全」「筋・骨格」の

医療費の割合が道平均に比べて高率。 

重症疾患の発症予防が課題となり、保健指導の実施や医療機関への受診勧奨を強化してい

く必要があります。また、既に治療中のものについては、地元の医療機関と連携を密にし

て、治療だけでは及ばない生活習慣を改善していく必要があります。 

がん検診の受診率も高めて、早期に病気の発見を促していく必要もあります。 

まとめ）第１期計画では、短期、中期・長期目標の評価指標を設定しておらず、対象病名の

人数での評価としました。そして、第１期計画では、計画期間も２年間と短期間であったた

め、全体的に生活習慣項目の数値の改善にはつながりませんでしたが、第２期計画では継続

的に保健指導を行うとともに、その効果についてわかりやすい目標指標を設定し、評価につ

なげていくことが課題となりました。 

 一方、保健事業の評価では１５項目中目標達成できたのは１項目のみで、改善につなげら

れたのは４項目、悪化したのは１０項目で今後も継続的に保健事業を展開し更なる改善を目

指す必要があります。 

また、特定健診受診率及び特定保健指導実施率はＨ２６年度と比較し、増加したことによ

り、生活習慣項目の割合が全体的に悪化していることから、これまで健診を受けていない人

で、自覚のないうちに生活習慣項目を悪化していた人が多数おり、それを顕在化できたこと

は一定の成果と言えます。 

このことから、第２期計画でも未受診者に対する受診勧奨の取組みが必要となります。 

*P20,23 

*P20 
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３ 健康・医療情報の分析と課題 

（１）医療費分析 

 本村の地域特性を全体的に把握するために、国保データベース（ＫＤＢ）システムから平

成28年度の医療情報について、同規模保険者や北海道及び全国平均と比較し特性を検証しま

した。また、特定健康診査等実施状況は平成28年度法定報告数値から検証しました。 

◎表１８ 同規模・道・国と比べた本村の医療費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.4

7.9

8.8

7.3

9.5

18.1

1,123,953 1位 (11)

1,111,042 1位 (10)

1,152,742 1位 (23)

841,747 13位 (21)

562,230 149位 (9)

904,293 31位 (11)

県内順位 588,679 15位 (24)

順位総数183 1,096,947 1位 (12)

50,212

38,375

32,071

28,658

32,662

192,676

31,629

49,226

健診受診者

健診未受診者

健診受診者

健診未受診者

89 37,189 56.9 143,243 57.4 4,427,360 56.1

82 33,746 51.6 131,617 52.7 4,069,618 51.5

7 3,443 5.3 11,626 4.7 357,742 4.5

15.2

16.9

9.7

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

⑥

がん

健診有無別

一人当たり

点数

15.8日

入

院

悪性新生物

精神

腎不全

③
医療費の

状況

一人当たり医療費

受診率

④

筋・骨格

医療費分析
生活習慣病に

占める割合

最大医療資源傷病

名（調剤含む）

9.7

15.6日

3.4

27,755,660

18.6

9.4

16.4

11,209,410

14,574,760

16.3

同規模120位
27,349

県内104位
26,817 27,782

55.2

43.5

17.2

7.9

96.6

676.037 KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

の健康課題

KDB_NO.1
地域全体像の把握

686.286

60.1

97.4

39.9

24,245

2.6

8.6

25.6

16.3日

9.2

7.9

24.2

12,050,160

13,524,280

慢性腎不全（透析あり）

糖尿病

高血圧症

10.1

1件あたり在院日数

28.5

6.5

費用の割合

精神

件数の割合

入

院

外

来

費用の割合

件数の割合

心疾患

脳血管疾患

脂質異常症

高血圧

97.1

56.5

639.7

57,331,630

2.9

13.9日

3.5

668.94

55.3

44.7 44.8

96.5

3,151

12,337

34,206

166位

1,429

157位

⑤

健診対象者

一人当たり

生活習慣病対象者

一人当たり

費用額
（1件あたり）

高血圧

50,479

17位

4,353

15,426

1,369

心疾患

入院の（　）内

は在院日数

腎不全

外

来

糖尿病

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

糖尿病

126位

52位

31位

4,082

16,926

6位

8,737

4.0

47.1

51.1
KDB_NO.1
地域全体像の把握

46,986

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

12,339

6,742

2,346

35,459

41位

⑦
健診・レセ

突合
医療機関受診率

受診勧奨者

医療機関非受診率

脂質異常症

精神

悪性新生物

脳血管疾患

真狩村 同規模 道 国 
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◎表１９ 医療費状況の詳細 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省様式

40歳未満 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 2 6.9%

40代 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

50代 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 3.4%

60代 1 100.0% 0 0.0% 11 57.9% 18 62.1%

70-74歳 0 0.0% 1 100.0% 6 31.6% 8 27.6%

厚労省様式

厚労省様式

厚労省様式

42人

3.8% 3.8% 30.8% 61.5%

3418万円

＊最大医療資源傷病名（主病）で計上

＊疾患別（脳・心・がん・その他）の人数は同一人物でも主病が異なる場合があるため、合計人数とは一致しない。

2.0%

1件

42.9%

年
代
別

様式1-1
★NO.10（CSV）

1.1%

38.0%

84万円

19件

7971万円

様式3-7

★NO.19（CSV） 0.0% 0.0%

0人

対象レセプト（H28年度）

0件

高尿酸血症

26.1% 58.9%57.5%

高血圧症

24人

9人

22人

14.6%

77.4%

40.5%29.0%

対象レセプト

人数

人工透析患者
（長期化する疾患）

（80万円以上レセ）

脂質
異常症

人数 4人

様式3
★NO.13～18

（帳票）

34件

1411万円

287人

件数

H28.5

診療分

H28年度

累計

165人

2人

31人

665万円

0.0%

10.8%

脳血管疾患

件数

26人

0件

--

0人

全体

50件

対象レセプト（H28年度）

長期入院

（6か月以上の入院）

費用額

人数

全体

高額になる疾患

費用額

費用額

件数

1人

25.0%

1件

2.0%

脳血管疾患 虚血性心疾患

1人

1人

全体

糖尿病性腎症

21.8%

糖尿病性腎症

12人

1人 0人

50.0%

--

虚血性心疾患

613万円

0.0%

＊糖尿病性腎症については人工透析患者のうち、基礎疾患に糖尿病の診断があるものを計上

対象レセプト（H28年5月診療分）

26件
様式2-2

★NO.12（CSV）

--

脳血管疾患

43.5%

29.2%

＊精神疾患については最大医療資源傷病名（主病）で計上

＊脳血管疾患・虚血性心疾患は併発症の欄から抽出（重複あり）

様式2-1

★NO.11（CSV）

全体

2274万円

12件

46.2%

虚血性心疾患

496万円

0.0%

0件

35.3%

その他

58.0%

精神疾患

12件

1人

がん

8人

29件

4384万円

55.0%

12件

1.1%

85万円

25.0%

脳血管疾患

0.0%35.3%

脂質異常症

83.3%

10人

基

礎
疾
患

の

重
な
り

12人

71.0%

33人

100.0%

糖尿病

34人

78.6%

生活習慣病の治療者数

構成割合

高血圧

4.2%

100.0%

17人

81.0%

12人
糖尿病

8.7%

75人 169人 25人

虚血性心疾患

16人

考察）医療費高額となる疾患は、「がん」が 42.9％と大きく占めています。そのうち、

６０代の受診件数が１番多く、続いて７０代が多い。生活習慣病の治療者数では、脳

血管疾患の 70％以上が高血圧、脂質異常症を重複して治療していること、虚血性心疾

患でも同様に 80％近くが高血圧症と重複しているなど、Ｈ26 と比較すると高血圧症が

徐々に増加しています。 
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（２）平均寿命と健康寿命・標準化死亡比・死因 

◎表２０ 同規模・道・国と比べた本村の平均寿命と健康寿命・標準化死亡比・死因 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護 

◎表２１ 同規模・道・国と比べた本村の介護の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666 250,396 35.1 1,356,131 24.8 29,020,766 23.2

389 669,235 12.2 13,989,864 11.2

277 686,896 12.5 15,030,902 12.0

741 1,932,595 35.3 42,411,922 34.0

780 2,186,450 39.9 53,420,287 42.8

男性

女性

8 2,874 44.3 18,759 51.6 367,905 49.6

1 1,917 29.6 9,429 25.9 196,768 26.5

1 1,158 17.9 4,909 13.5 114,122 15.4

0 115 1.8 669 1.8 13,658 1.8

1 231 3.6 1543 4.2 24,763 3.3

0 187 2.9 1,080 3.0 24,294 3.3

9.1

72.7

死亡の状況
9.1

0.0

④
男性

女性
平均寿命

103.4

66.3

77.3

64.8

9.1

0.0

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

の健康課題

39歳以下

5,475,176 124,852,975712,964

KDB_NO.5
人口の状況

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

の健康課題

第1次産業

33.9

12.7

女性

産業構成

健康寿命

人口構成

総人口

35.7

65歳以上（高齢化率）

65～74歳

75歳以上

40～64歳

③
79.4

第3次産業

第2次産業

55.6

男性

② 21.7

17.8

30.5

2,187

①

86.3

7.743.0 4.2

25.2

70.674.2

18.1

79.2

22.7

52.2

4.8

KDB_NO.1
地域全体像の把握

86.7

78.9 79.6

86.4

64.965.1

86.5

66.866.5

65.2

66.7

①

100

100

死

因

102.6

98.2

標準化死亡比

（SMR）

KDB_NO.1
地域全体像の把握

がん

心臓病

自殺

脳疾患

糖尿病

腎不全

97.6

101.0

172 49,932 20.0 315,124 23.0 5,882,340 21.2

3 781 0.3 5,300 0.4 105,654 0.3

1 856 0.4 7,521 0.4 151,745 0.4

54 10,568 20.4 82,243 25.0 1,343,240 21.9

127 28,302 55.0 169,499 51.7 3,085,109 50.5

104 14,020 27.1 100,850 30.7 1,733,323 28.2

138 31,852 62.1 189,212 57.9 3,511,354 57.5

81 13,312 26.3 79,841 24.6 1,530,506 25.3

68 4,845 9.3 38,597 11.6 629,053 10.1

131 28,251 55.0 168,550 51.4 3,051,816 49.9

99 19,059 36.9 121,275 36.9 2,141,880 34.9

認定あり

認定なし

脂質異常症

脳疾患

37.1

59.6

0.3

79.4

283,015

8,976

59.3

46.8

0.2

75.8

59,817 73,702

8,522

253,974

4,226

高血圧症

57,953

38,810

KDB_NO.1
地域全体像の把握

新規認定者

1件当たり給付費（全体）

281,115

39,646

58,349

273,946

3,822

39,683

心臓病

精神

2号認定者

筋・骨格

がん

糖尿病

1号認定者数（認定率）

9,728

5,204

介護給付費

④
要介護認定別

医療費（40歳以上）

施設サービス

居宅サービス

②

①

医療費等

③ 26,813

有病状況

介護保険

26.1

73.9

31.6

7,980

4,619

考察）要介護認定率が全道平均より高く、認定者の有病率は全ての疾病名で全道平均

より高い。１件あたり介護給付費も道平均より高い。 

考察）65 歳以上の高齢化率は全道平均より本村は高い。また、第１次産業（農業）が

基幹産業のため、産業構成率も高い。標準化死亡比（ＳＭＲ）は男性が全道平均より

高い。 

死因としては、「がん」に続いて「腎不全」が全道平均より高い。 

真狩村 同規模 道 国 

真狩村 同規模 道 国 
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◎表２２ 介護の状況の詳細 

 

◎図６ ４０歳以上の介護認定者と介護認定なしの医療費（月額）の比較 

 

 

                     差額 4,507円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 33.3% 2 13.3% 44 27.7% 46 26.4% 47 26.6%

1 33.3% 8 53.3% 64 40.3% 72 41.4% 73 41.2%

1 33.3% 5 33.3% 51 32.1% 56 32.2% 57 32.2%

件数 件数 件数 件数 件数

割合 割合 割合 割合 割合

0 5 91 96 96

-- 55.6% 59.1% 58.9% 58.9%

0 4 84 88 88

-- 44.4% 54.5% 54.0% 54.0%

0 1 26 27 27

-- 11.1% 16.9% 16.6% 16.6%

0 5 69 74 74

-- 55.6% 44.8% 45.4% 45.4%

0 8 140 148 148

-- 88.9% 90.9% 90.8% 90.8%

0 5 120 125 125

-- 55.6% 77.9% 76.7% 76.7%

0 8 149 157 157

-- 88.9% 96.8% 96.3% 96.3%

0 6 100 106 106

-- 66.7% 64.9% 65.0% 65.0%

0 8 148 156 156

-- 88.9% 96.1% 95.7% 95.7%

受給者区分 2号 1号

順位 疾病 疾病 疾病

172

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計

1 10 162

（レ
セ

プ

ト

の

診

断

名

よ

り

重

複

し

て

計

上

）

有
病
状
況

介護件数（全体）

再）国保・後期 15490

認知症

糖尿病

筋骨格系

認知症

　＊1）新規認定者についてはNO.49_要介護突合状況の「開始年月日」を参照し、年度累計を計上

　＊2）基礎疾患のうち、糖尿病については、糖尿病の合併症（網膜症・神経障害・腎症）も含む

筋骨格系

糖尿病

腎不全

循環器
疾患

2
虚血性

心疾患

虚血性

心疾患

糖尿病

脳卒中脳卒中

虚血性

心疾患

糖尿病

合計

糖尿病

高血圧

腎不全

認知症

筋・骨格疾患 筋骨格系 筋骨格系 筋骨格系

認知症 認知症

血管疾患
合計

合計 合計

認知症

要介護
突合状況

★NO.49

高血圧

3

虚血性

心疾患

脳卒中

腎不全

基礎疾患
（＊2）

0.40%

1 脳卒中

血
管
疾
患

要支援1・2

要介護1・2

腎不全

12.6%

脳卒中

新規認定者数（＊1） 1人 1人 18人

介護度
別人数

19人

疾患

20人

疾病 疾病

虚血性

心疾患

腎不全

高血圧

173

受給者区分 2号 1号

40.9%

666人

5.4%

174人

認定率
要介護
認定状況

★NO.47

要介護3～5

被保険者数 741人

認定者数

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上

26.1%

177人

277人 1,407人389人

計

高血圧

15人

高血圧

3人 159人

脂質

異常症

脂質

異常症

脂質

異常症

脂質

異常症

脂質

異常症

合計 合計

合計

163 163

合計

　介護を受けている人と受けていない人の医療費の比較 ★NO.1【介護】

要介護認定なし医療費
（40歳以上）

要介護認定者医療費
（40歳以上） 9,716

5,209

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

考察）介護認定を受けている６５歳以上７４歳未満で、併せて生活習慣病の治療を行

っている者で「高血圧」「糖尿病」「脳卒中」の割合が高い。 
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（４）特定健康診査・特定保健指導データの分析 

◎表２３ 同規模・道・国と比べた本村の特定健診の状況 

 

 

 
 

◎表２４ 特定健診の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

③ 15 498 6.6 938 3.5 35,557 4.1

④ 12 5,467 9.7 17,429 7.7 687,157 9.3

該当者 28 10,599 18.9 37,430 16.6 1,272,714 17.3

　男性 24 7,361 27.9 25,731 27.5 875,805 27.5

　女性 4 3,238 10.8 11,699 8.8 396,909 9.5

予備群 27 6,633 11.8 24,029 10.6 790,096 10.7

　男性 18 4,566 17.3 16,766 17.9 548,609 17.2

県内順位 　女性 9 2,067 6.9 7,263 5.5 241,487 5.8

⑦ 順位総数183 総数 68 19,372 34.5 69,361 30.7 2,320,533 31.5

⑧ 　男性 49 13,388 50.8 47,819 51.1 1,597,371 50.1

⑨ 　女性 19 5,984 20.0 21,542 16.3 723,162 17.3

⑩ 総数 12 3,615 6.4 14,535 6.4 346,181 4.7

⑪ 　男性 4 629 2.4 2471 2.6 55,460 1.7

⑫ 　女性 8 2,986 10.0 12,064 9.1 290,721 7.0

⑬ 0 464 0.8 1,283 0.6 48,685 0.7

⑭ 14 4,606 8.2 16,730 7.4 546,667 7.4

⑮ 13 1,563 2.8 6,016 2.7 194,744 2.6

⑯ 4 1,913 3.4 5,478 2.4 196,978 2.7

⑰ 1 596 1.1 1,811 0.8 69,975 1.0

⑱ 13 4,826 8.6 19,151 8.5 619,684 8.4

⑲ 10 3,264 5.8 10,990 4.9 386,077 5.2

20.2

0.0

2.3

7.5

8.5

25.1

225,931173

16.1

34.0

9.6

39.7

6.9

15.5

22.5

同規模168位

56,224

30.0

全国44位

39.1

61.3

0.6

7.5

5.7

46.9

6.9

4.3

血糖・血圧

腹囲

BMI

8.0

5.0

非肥満高血糖

特定保健指導終了者（実施率）

健診受診者

受診率

⑥

⑤

② 35.7
県内68位

メ

タ

ボ

該

当

・

予

備

群

レ

ベ

ル
血糖・脂質

血圧・脂質

血糖のみ

血圧のみ

特定健診の

状況
メタボ

血糖・血圧・脂質

脂質のみ

KDB_NO.3
健診・医療・介護

データからみる地域

の健康課題

KDB_NO.1
地域全体像の把握

7,362,845

5　メタボリックシンドローム該当者・予備群の把握（厚生労働省様式6-8） ★NO.24（帳票）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 80 35.2 7 8.8% 18 22.5% 0 0.0% 11 13.8% 7 8.8% 24 30.0% 4 5.0% 1 1.3% 10 12.5% 9 11.3%

40-64 47 40.5 7 14.9% 12 25.5% 0 0.0% 7 14.9% 5 10.6% 9 19.1% 1 2.1% 1 2.1% 3 6.4% 4 8.5%

65-74 33 29.7 0 0.0% 6 18.2% 0 0.0% 4 12.1% 2 6.1% 15 45.5% 3 9.1% 0 0.0% 7 21.2% 5 15.2%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 94 36.6 6 6.4% 9 9.6% 0 0.0% 3 3.2% 6 6.4% 4 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.2% 1 1.1%

40-64 48 44.4 5 10.4% 3 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.3% 1 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.1% 0 0.0%

65-74 46 30.9 1 2.2% 6 13.0% 0 0.0% 3 6.5% 3 6.5% 3 6.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.3% 1 2.2%

女性
健診受診者

健診受診者
男性

保
険
者

該当者

血糖＋脂質

血糖＋血圧 血糖＋脂質 血圧＋脂質高血糖 高血圧 脂質異常症 3項目全て

保
険
者

高血圧 脂質異常症 血糖＋血圧腹囲のみ 高血糖予備群 該当者

予備群腹囲のみ

3項目全て血圧＋脂質

考察）特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率は全道平均を上回っているが、

「男性のメタボ該当者」、「男女共のメタボ予備軍」、「ＢＭＩ」，「腹囲」、「血圧のみ」、

「脂質のみ」、「血糖・血圧・脂質」の各項目の割合が道平均より高い。 

真狩村 同規模 道 国 
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◎図７ 未受診者対策の検討 

 

 

◎図８ 特定健診受診の有無と生活習慣病治療にかかる医療費（月額）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★NO.26（CSV）

151人15人 30人

65～74歳

E
　
健
診
受
診
者

45人

139人

40人

215人

G_健診・治療なし

64人

79人

（30.4%）

40～64歳

健診受診者

95人

（42.4%）

健診受診者

○G_健診・治療のない人は重症化しているかどうか、実態がわからない。まずは健診の受診勧奨を徹底し、状態に応じた
　保健指導を行い、健診のリピーターを増やす

（36.0%）

55人 84人

J_治療なし I_治療中 H_治療中（健診未受診）

174人

G_健診・治療なしJ_治療なし I_治療中 H_治療中（健診未受診）

　
健
診
対
象
者

484人

B

J_治療なし

5.8%

I_治療中

24.6%

H_治療中（健診未受診）

58.1%

G_健診・治療なし

11.5%

健診受診者

30.4%

健診未受診者

69.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

J_治療なし

17.9%

I_治療中

24.6%

H_治療中（健診未受診）

37.5%

G_健診・治療なし

20.1%

健診受診者

42.4%

健診未受診者

57.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7　費用対効果：特定健診の受診有無と生活習慣病治療にかかっているお金 ★NO.3_⑥

（円）

健診未受診者の

生活習慣病治療費

健診受診者の

生活習慣病治療費
4,082円

50,479円

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

考察）平成 26 年度と比較すると、健診受診者数が増えたため治療中の者も増加しまし

たが、健診も治療も受けていない者が未だ７５名います。健診を受けている者の医療

費と未受診者の医療費が 46,397 円と差が大きい。健診で早期に治療を開始した方が医

療費の低減につながる傾向にあることが読み取れます。 

差額 46,397 円 



◎図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢構成別特定健診受診率の推移

 

年齢構成別特定健診受診率の推移年齢構成別特定健診受診率の推移

25 

年齢構成別特定健診受診率の推移 

 
70～74 歳 

65～69 歳 

60～64 歳 

55～59 歳 

50～54 歳 

45～49 歳 

40～44 歳 
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４ 健康課題の明確化と目的・目標 

（１）分析結果に基づく課題 

 「３ 健康・医療情報の分析と課題」の結果から、真狩村国民健康保険被保険者の

健康保持増進や医療費の適正化を図るために必要な健康課題を以下のとおり抽出・明

確化しました。 

◎表２５ 健康課題の抽出 

 現状 課題 

健診データ ・男女とも65～74歳までの健診受診

率が全体的に低率であり、なおかつ、

55歳～59歳の女性の受診率が低率。 

・保健指導実施率は目標値（45％）に

達していない。 

・メタボ該当者割合はほぼ道平均であ

るが、男性の該当者割合が高い。また、

予備軍の割合は男女とも道平均より高

い。 

・健診結果では、メタボ該当者・予備

群レベルの比較として「血圧のみ」が

8.0％、「脂質のみ」が7.5％、「血糖・

血圧・脂質」が5.7％と道平均と比較し

高率。 

・問診より、道平均と比較し、喫煙率、

運動不足、睡眠不足、朝食欠食、夕食

後の間食、１日1～3合の飲酒が高率。

また、20歳時体重から10ｋｇ以上増

加割合も高率。 

・健診も受けておらず、治療もしてい

ない人の割合が全体で15.5％あり、潜

在的な健康課題が把握できない。 

・受診率向上のための対策が引

き続き必要 

 特に健診も受けず、治療もし

ていない人及び50代女性の受

診率の増加 

・40歳未満からの受診機会のさ

らなる充実 

・保健指導の効果的な実施によ

り、健診データの改善を図る必

要がある 

○過食による肥満防止 

○脂質の過剰摂取の防止 

○運動・活動量の確保 

○禁煙の推進 

○良質な睡眠の啓発 

・継続受診率の向上 

医療費データ ・１件当たりの入院費用で糖尿病、高

血圧、脂質異常症、悪性新生物の費用

が道内１位であり高額である。 

・１件当たりの外来費用でも糖尿病が

道内６位と高額である。 

・医療費分析の割合では、がん37.4％、

筋・骨格18.1％、慢性腎不全7.9％と

いずれも道平均と比較し高率。 

・要治療の判定者への受診勧奨 

・治療中の受診者への保健指導

の充実 

・脳血管疾患を防止するため、

生活習慣改善の指導 

・糖尿病性腎不全を予防するた

めの血糖コントロールの必要性

の啓発 

・関節症の予防の体コンディシ

ョニングの方法や運動の啓発 
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介護データ ・要介護認定率が道平均より高率。 

・40歳以上（認定の有無に関わらず）

の医療費が道平均より高率。 

・要介護者の有病状況で糖尿病、心臓

病、脳疾患、筋・骨疾患、精神の全て

の項目で道平均より高率。 

・介護予防事業を通して生活習

慣改善を図る 

 

その他定量的データ ・男性の平均寿命が道平均よりわずか

に低いが、健康寿命は男女とも概ね道

平均。 

・男性の標準化死亡比が道平均より高

く、死因の割合はがんが道平均より際

立って高い。 

・がん検診の受診率向上。 

・生活習慣改善により発がんリ

スクの軽減を図る 

・若い世代から健診受診率の向

上 

質的情報 ・要介護者の医療費が高いことから、

地元主治医で健康管理されている人が

多いと考える。 

・地元の飲食店では栄養成分表示など

がされていない。 

・運動習慣がない人が多く、軽運動を

行う環境がなく、動機付けの機会も極

めて少ない。 

・農繁期の運動量が多いため、通年し

て運動する習慣がついておらず、農閑

期の運動量が極めて少ない。 

・公共の乗り物が少なく、近隣の移動

でも自家用車を利用する習慣があり、

運動不足が生じるとともに、高齢期の

体力低下の要因となっている。また、

運転をしなくなったときの外出手段が

なくなり、閉じこもりなどの課題があ

る。 

・医療機関と連携し、効率よく

健康管理に努める 

・運動環境の不足 

・教育委員会との連携 
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（２）第２期計画における短期、中・長期的目標 

 ①短期目標 

 ア 特定健康診査を受診し、自身の健康状態を把握する人の増加 

  生活習慣病の治療をしておらず、特定健康診査も受診していない人数の減少を目 

指します。 

 イ 特定保健指導後の生活習慣項目の改善者の増加 

  特定健康診査の結果から特定保健指導対象者に対し指導・支援を行い、指導後の 

生活習慣改善者を増やすことを目指します。 

 ウ 受診勧奨判定値該当者のうち、適切に医療機関を受診する人の増加 

  検査値が受診勧奨判定値を超えているにもかかわらず医療機関を受診していな 

い人に対し保健指導後に受診勧奨を行い、適切に医療機関へ受診する人を増やすこ 

とを目指します。 

 ②中期目標 

 ア ジェネリック医薬品の普及率 

  平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017について」 

においては、平成32年9月までに後発医薬品の使用割合を80％以上とし、かつそ 

れをできる限り早期に達成できるよう、さらなる使用促進策を後志広域連合と連携 

し検討することとし、自己負担額が一定額以上安くなる被保険者に対し、後志広域 

連合から差額通知を送付し医療費抑制に努めます。 

 イ 特定健康診査の継続受診率の向上 

  平成32年度には継続受診率を対前年度比、80％以上を目指し、被保険者への受 

診勧奨や丁寧な保健指導を実施します。健診を継続で受診することで、被保険者自 

身では気づきにくい、身体の僅かな変化を知ってもらうとともに、受診から保健指 

導、行動変容までつなげていくことを目標とします。また、平成33年度以降も対 

前年度比80％以上を保ちつつ、計画最終年度には100％の継続受診率を目指しま 

す。 

 ③長期目標 

 ア 虚血性心疾患・脳血管疾患を発症する人の抑制 

  虚血性心疾患や脳血管疾患は、生活習慣病である高血圧症・脂質異常症といった 

血管を痛める因子をもって発症していること、また、医療費を増加させる要因でも 

あることから、生活習慣病の発症予防・重症化予防に取り組み、発症する人数を抑 

制することを目指します。 

 イ 糖尿病性腎症の重症化による新規透析導入の抑制 

  人工透析患者の多くが、糖尿病を起因として透析となる糖尿病性腎症であること 

から、人工透析に至っていない段階の腎症の進行を阻止し透析導入を遅らせるため、 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムとして保健指導を行い、現状の患者数を抑制す 

ることを目指します。 
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◎図１０ 目的・目標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 

村民全てが生活の質を向上させ、健

康寿命の延伸を図り、自分らしく、

心豊かに生活を送ることができる。 

・特定健診対象年齢での脳血管疾患

の発症防止 

・要介護状態の遅延 

 

課題 

・１件当たりの入院費用が「糖尿病」

「高血圧」「脂質異常症」「悪性新生

物」の費用が道内１位であり高額で

ある。 

・「がん」「筋・骨格」「慢性腎不全」

の医療費に占める割合が道平均より

高率。 

・健診も治療も未受診者の中にハイ

リスク者が潜在している可能性が高

い。 

・既治療者への保健指導場面が少な

い。 

・生活習慣として「運動不足」「睡眠

不足」「朝食欠食」「夕食後の間食」「１

日の飲酒量」「20 歳時体重から 10ｋ

ｇ以上増加」が道平均と比較し高率 

・要介護者が多く、その医療費も高

い。 

目標 

・生活習慣病の予防のため、健診

の若年層の新規受診者数の増を

目指す。 

・がんの早期発見・早期治療のた

め、がん検診の受診率向上を目指

す。 

・継続健診受診者数の増、既治療

者への保健指導の充実を図る。 

・生活習慣病及び筋・骨格系の疾

患予防のために保健指導を充実

させる。 

指標 

・健診受診率 

・保健指導実

施率 

・問診データ 

・健診データ 

・医療費状況 

・要介護認定

率 
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５ 保健事業の実施内容と評価 

（１）保健事業の具体的な内容と評価 

◎表２６ 保健事業内容、実施方法等 

項目 ポピュレーション(生活習慣) 

目標・目的 
健康管理に運動習

慣を促す 

たばこの害や周囲

への影響を理解し

て禁煙する 

被保険者に自身の

医療費を把握して

もらう 

良好な生活習慣を

継続することで得

られる健康生活の

意義を知る 

対象者 40～74 歳の住民 40～74 歳の住民 ０～74 歳の住民 ０～74 歳の住民 

事業名 運動習慣の啓発 禁煙の啓発 
医療費通知・ジェネ

リック差額通知 
健康教育 

実施方法 

住民が継続して運

動できるような他

機関と連携した体

制作りと情報提供

について検討する 

広報及び健診機会

を情報発信の手段

として検討する 

全受診世帯へ年 6

回医療費通知・年 2

回ジェネリック差

額通知 

運動・栄養教室を、

主催または関係団

体への依頼により

行う。 

実施体制 医療保険係・保健係 保健係 後志広域連合 

医療保険係・保健係 

関係団体（町内会、

老人クラブなど） 

評価方法 

生活習慣項目「1 回

30 分以上運動習慣

なし」「１日１時間

以上運動なし」の割

合の改善 

生活習慣項目で「喫

煙」の割合の改善 

ジェネリック医薬

品普及率（数量ベー

ス）の増加 

生活習慣項目 

①運動項目 

②栄養項目 

割合の改善 

評価指標 生活習慣項目 生活習慣項目 
ジェネリック医薬

品普及率 
生活習慣項目 

※Ｈ28 

・1 回 30 分以上運動習

慣なし 77.5％ 

・1 日 1 時間以上運動な

し 41.0％ 

・喫煙 

18.5％ 

・ジェネリック医薬

品普及率 

77.3％ 

①運動項目 

・1 回 30 分以上運動習

慣なし 77.5％ 

・1 日 1 時間以上運動な

し 41.0％ 

②栄養項目 

・週 3 回以上朝食を抜く 

 14.5％ 

・週３回以上食後間食 

 30.6％ 

・毎日飲酒 18.2％ 

・3 合以上 3.2％ 
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項目 健診受診促進 

目標・目的 

より多くの人に自

身の健康状態を理

解してもらう為、

健診受診を促す 

青年期から健康管

理の意識を啓発す

る 

各種がん検診の予

防効果と検診の内

容理解を深め、検診

受診行動を促す 

年 1 回自身の健康

状態を把握できる

よう途切れずに健

診受診を促す 

対象者 
40～74 歳の前年

度未受診者 

25 歳～39 歳の住

民 
20 歳以上の住民 前年度受診者 

事業名 
特定健診未受診者

対策 

若年者健診受診勧

奨 
がん検診受診勧奨 継続受診勧奨 

実施方法 

特定健診受診対象

者に対し、勧奨文

書の送付、未受診

者に対し個別訪問

による直接受診勧

奨及び電話勧奨に

より実施する。 

30 歳年齢到達者に

個別勧奨を行う。 

また、若年者健診対

象者に対し、健診結

果説明を行う。 

対象年齢の節目年

齢ごとに受診勧奨

を行う 

前年度受診者への

電話、文書による受

診勧奨を行う 

実施体制 
医療保険係・保健

係 
保健係・医療保険係 保健係・医療保険係 保健係・医療保険係 

評価方法 
健診受診率の向上

(健診受診率 60％) 

周知内容と効果を

検討しながら継続

実施 

対象者の検診への

理解が高まる・検診

受診率 50％ 

継続受診率の維

持・向上   

（継続受診率 100％） 

評価指標 健診受診率 
30 歳年齢到達者の

受診率 
がん検診受診率 継続受診率 

※Ｈ28 36.0％ 
11.1％ 

（2 名/18 名） 
15.4％ 66.9％ 
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項目 保健指導(特定・それ以外) 

目標・目的 
保健指導の利用率

向上を図る 

自身の健康に関心を持ち、生活習慣病予防のために生活習慣の 

改善を促す 

対象者 
特定保健指導対象

者 

血糖値基準値以上

の受診者 

中性脂肪基準値以

上の受診者 

「腹囲」「ＢＭＩ」

基準値以上の受診

者 

事業名 特定保健指導 糖尿病予防指導 
脂質異常症予防指

導 

体重コントロール

指導 

実施方法 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

結果説明会への呼

び出し及び不参加

者への訪問を主と

した継続指導 

実施体制 
保健係・委託保健

師・委託栄養士 
保健係 保健係 保健係 

評価方法 
特定保健指導実施

率向上 

有所見率の 

割合の改善 

生活習慣項目の改

善 

生活習慣項目の改

善 

評価指標 
特定保健指導実施

率 
空腹時血糖の割合 

中性脂肪の割合 ＢＭＩ、腹囲の割合 

※Ｈ28 

・特定保健指導実

施率 46.9％ 

・空腹時血糖 

男 27.5% 

女 18.1% 

・中性脂肪 

男 31.3% 

女 17.0% 

・ＢＭＩ 

男 55.0% 

女 23.4% 

・腹囲 

男 61.3% 

女 20.2% 
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項目 
糖尿病・高血圧等管理・重症化予防 

未治療 治療中 

目標・目的 早期に治療を開始し重症化を予防する 複数の生活習慣病が重なりあうことを予防する 

対象者 要精検・要治療レベルの対象者 健診受診者のうち重症化が予想される対象者 

実施方法 
・保健指導を行い、医療機関の受診勧奨する。 

 3～6 か月後受診行動を確認する 

・集団健診後は結果説明会への呼び出し及び不参加者へ

の訪問を主とした継続指導 

・個別健診後は結果返却を合わせた訪問で受診状況の確

認を行う 

実施体制 保健係 保健係 

評価方法 非受診者数の減少 生活習慣病コントロール数の増加 

評価指標 受診勧奨者医療機関非受診者数 
「健診受診者のうち生活習慣病治療中かつコントロール

良」の者の割合の増 

※Ｈ28 
7 人 

*P19 

44.5% 

*厚生労働省様式 6-10（K/I） 
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（２） その他の保健事業 

①慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

世界保健機関（ＷＨＯ）はＣＯＰＤを「予防でき、治療できる病気」と位置づけ、

啓発運動を進めることを提言しています。 

日本では平成２４年（２０１２年）に「健康日本２１（第２次）」の中で、今後、

取組むべき深刻な病気とされ新たに加えられました。 

 

ア 健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析・評価 

◎表２７ 特定健診受診者喫煙率の他平均との比較 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

真狩村 20.8％ 21.7％ 18.6％ 

同規模平均 16.3％ 16.7％ 16.6％ 

北海道 17.0％ 17.0％ 16.7％ 

国 14.2％ 14.3％ 14.2％ 

＊帳票 No1 

 

◎表２８ 医療機関への受診状況・医療費の状況 

【被保険者千人当たりレセプト件数（外来）】 

区分 
慢性閉塞性肺疾
患（ＣＯＰＤ） 

肺 気 腫 間質性肺炎 気管支ぜんそく 

真狩村 6.300 2.200 0.700 16.400 

同規模平均 1.244 0.795 0.315 11.313 

北海道 1.063 0.808 0.275 14.377 

国 0.870 0.694 0.311 11.399 

＊ＫＤＢ 疾病別医療費分析（細小(82)分類）  平成28年度(累計) 抜粋 

ＣＯＰＤの最重要因子は喫煙です。表１２のとおり、真狩村の特定健診受診者の喫

煙率は、平成26年度と比較すると、減少傾向にありますが、北海道に比べ、依然高

い割合となっております。 

 

表１３では、被保険者千人当たりのレセプト件数（外来）から呼吸器疾患の受診状

況をみると、ＣＯＰＤ、肺気腫、気管支ぜんそくの件数が同規模平均、北海道、国と

比較して高い状況にあるため、レセプト等で経過を確認しながら個別に被保険者に対

応していく必要があります。 

 

② 子どもの生活習慣病 

食生活や運動習慣、生活リズムは多くの生活習慣病との関連が深く、また、生活の

質との関連も深くあります。乳幼児期に消化機能や口腔機能に合わせた薄味の食事を

与え、味覚の成長期である乳幼児・学童期に野菜や魚類の味に慣れることが、生活習

慣病を予防する食習慣形成に必要です。 
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また、特定健診の生活習慣状況項目で、「週3回以上朝食を抜く」「睡眠不足」が全

道値を上回る状態から、「早寝早起き朝ごはん」の考えを乳幼児期だけでなく幅広い

年代に普及する必要があります。平成25年に策定した真狩村健康増進計画における

アンケート結果では、真狩村の野菜摂取平均量は目標量３５０ｇに対し、半量に満た

ない１７５ｇでした。週3回以上夜寝る前に食べたり飲んだりする人は37.4％おり、

子どもの食生活への影響も考えられます。 

さらに、特定健診の生活習慣状況項目で、「1回30分以上の運動習慣なし」が全道

値を上回る状況です。村には身体活動を伴う様々な団体等がありますが、一部の住民

参加にとどまっています。運動習慣を身につけるため、家族や地域、関係機関・団体

が連携協力し合いながら、子どもの頃から運動しやすい環境づくりへの取組みが必要

です。幼い頃から正しい食習慣を身につけるため、妊婦学級や乳児相談から支援して

いきます。関係機関とともに、保護者や幼児・学童に対し、食の知識を普及し、身体

活動や運動の促進を図っていきます。 

 

③ 重複受診者への適切な受診指導 

医薬品の不適正な服用や必要もなく複数の医療機関を受診している被保険者の実

態について、健診や医療情報等から得た場合、必要に応じて、健康相談や適切な受診

指導を行います。 

また、保険者の医療費の適正化にむけた取組みを推進する上でも、必要な保健指導

等を行っていきます。 

 

④ 後発医薬品の使用促進 

 診療報酬等に基づき、後発医薬品を使用した場合の具体的な自己負担の差額に関し

て、後志広域連合と連携しながら、被保険者に通知を行います。 

 

⑤ 歯科保健事業 

◎表２９ H28国保データ(歯科)            ＊帳票 No1 

 真狩村 同規模平均 道 国 

受診率 121.600 118.510 123.705 145.330 

1 件当点数 1,896 1,452 1,578 1,298 

一人当点数 231 172 195 189 

1 日当点数 882 732 748 685 

1 件当回数 2.2 2.0 2.1 1.9 
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◎表３０ 歯科保健行動の実態 

 

項目 

真狩村 

（健康増進計画） 

北海道歯科保健 

医療推進計画目標 

４０歳代で歯間部清掃用具を使用している者の割合 67.4％ 50%以上 

５０歳代で歯間部清掃用具を使用している者の割合 62.5％ 50%以上 

１年以内に歯科医院で歯科健診を受けている者の割合（55－

64 歳） 

36.5％ 30%以上 

60 歳代における咀嚼良好者 86.7％ 83.4％以上 

24 歯以上有する者の割合（55-64 歳） 28.8％ 50%以上 

20 歯以上有する者の割合（75－84 歳） 13.1％ 35％以上 

  ※真狩村健康増進計画策定時のデータより抽出 

 

虚血性心疾患や糖尿病のハイリスクとなる歯周病を予防し、歯と口腔を健康に保つ

ことは、生活習慣病の重症化を予防する上でも重要です。また、高齢になっても自分

の歯で食事を取ることは活動的な生活に欠かすことができません。 

表１４を見ると、歯科の受診率が同規模町村や道に比べて高くなっていますが、こ

れは定期健診の受診率が高いことや学童期の医療費助成により受診しやすい環境が

あることの影響が考えられます。しかしながら、一人当たりの点数や 1 日あたり点数

が高いことや 1 件当たり回数が多いことは、健診で受診するより、症状が進んでから

受診している人が多いともいえます。また、本村は喫煙率が高く、糖尿病の治療者も

多いことから、歯周病の罹患・重症化が懸念されます。健康管理の一環として、自身

で行う口腔ケアと歯科医院での健診を習慣付ける必要があります。 

さらに、子どものころに虫歯が多くなる生活習慣は、成人以降の生活習慣病につな

がり易いことから、小児期の虫歯予防対策は子どもの生活習慣病の対策と合わせて進

めることが重要です。 

本村でも 3 歳を過ぎると虫歯が増えている状況にあります。幼児期から小学生まで

のフッ化物洗口や塗布事業に加え、学童から成人までを対象とした健診事業などの取

り組みを続けます。 
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６ 計画の評価・見直し 

（１）目標の評価 

 ① 長期目標の評価 

  毎年度ＫＤＢシステムの６月分から１２月分までのレセプト分析により７カ月 

平均による進捗確認を行い、最終目標は現状値以下にすることとし、目標の達成 

状況を評価します。 

◎表３１ 長期目標の評価指標 

長期目標 評価指標 現状値 Ｈ35目標値 

①虚血性心疾患・脳

血管疾患を発症す

る人の抑制 

脳血管疾患平均患

者数（１カ月） 

40人 現状

維持

以下 

40人以下 

虚血性心疾患平均

患者数（１カ月） 

44人 現状

維持

以下 

44人以下 

②糖尿病性腎症の

重症化による新規

透析導入の抑制 

透析平均患者数（１

カ月） 

2人 現状

維持

以下 

２人以下 

*KDB システム厚生労働省様式（３－５、３－６、３－７）レセプト分析（Ｈ29年

6月～12月の７カ月の平均値） 

 

② 中期目標の評価 

   ジェネリック医薬品の普及率向上は、北海道国民健康保険団体連合会が提供する 

「審査年月別数量シェア」により毎年度進捗確認を行い、国の目標と同様、平成32 

年9月までに80％以上を目標とし、その達成状況を評価します。 

 また、特定健康診査の継続受診率については、平成33年度にＫＤＢシステムの帳

票とそれまでの保健指導状況から、リピーター状況を個別に評価し、その達成状況を

評価とます。 

◎表３２ 中期目標の評価指標 

中期目標 評価指標 現状値 Ｈ32目標 

①ジェネリック医

薬品の普及率向上 

ジェネリック医薬

品普及率（数量ベー

ス） 

 

【Ｈ28】 

77.3％ 

増加 80％以上 

②特定健康診査の

継続受診率 

特定健康診査継続

受診率 

【Ｈ28】 

66.9％ 

増加 80％以上 

*審査年月別数量シェア（Ｈ29.3月）、ＫＤＢシステム（被保険者管理台帳） 

 

（２）保健事業の評価方法の設定 

 評価については、ＫＤＢシステムの情報を活用します。 
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また、データについては経年変化、全道との比較を基本に、比較検討を行い、評価

します。 

ＫＤＢシステムに毎月蓄積される健診・医療・介護のデータを用いて、受診率・受

療率、医療の動向等を保健指導担当者が定期的に確認するとともに、特定健診の国へ

の実績報告後のデータを用いて、経年で比較し、個々の健診結果の改善度を評価しま

す。 

・全体の経年変化（様式６－１） 

・医療費の変化（総医療費、１人当たり医療費） 

・疾病の発生状況の経年変化 

・疾病発生状況の経年変化（糖尿病、高血圧、脂質異常症） 

・有所見割合の経年変化 

・メタボリック該当者・予備群の経年変化 

・質問票調査の経年変化 

・特定健診受診率、特定保健指導実施率、受診勧奨者の経年変化 

・生活習慣病のコントロール者の割合の経年変化（様式６－１０） 

 

（３）評価・見直しの時期 

 本計画に基づき実施した個別の保健事業の内容は、住民課内での各担当者による検

討会議で適宜報告を行うこととします。 

 数値目標については、達成状況及びその経年変化の推移について把握し、アウトカ

ム（成果）による評価を行います。 

 ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業を展開するため、保健事業の実施状況や数値目

標の達成状況を踏まえ、計画の中間年度にあたる平成33年度に計画の中間評価及び

見直しを実施し、計画の最終年度にあたる平成35年度に最終評価を行います。 

評価の内容については、平成36年度を初年度とした次期計画に反映することとしま

す。 

７ 計画の公表周知 

 策定した計画は、役場で配布するとともに、真狩村「ホームページ」に掲載します。 

 

８ 個人情報の保護 

 保健事業の実施における個人情報の取扱いについて、「個人情報保護に関する法律

（平成15年法律第57号）及び同法に基づくガイドライン等並びに「真狩村個人情報

保護条例（平成17年条例第11号）」を遵守し、これを適正に管理します。また、保

健事業の実施やデータ分析等を外部に委託する際には、個人情報の厳重な管理や目的

外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきま

す。 

 

９ 地域包括ケアに係る取組及びその他留意事項 

（１）地域包括ケアに係る取組 
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 医療・福祉・保健・介護の連携に基づく地域包括ケアの構築のために議論を行って

いる地域ケア会議に、国保保険者として参画していきます。 

 また、後期高齢者医療や介護保険部門と連携した、地域で被保険者を支える保健事

業の検討を行い実施していきます。 

 

（２）事業運営上の留意事項 

 保健事業の推進にあたっては、保健部門との連携が重要となります。 

 地域全体の健康課題を底上げするためのポピュレーションアプローチを保健部門

との連携により実施し、生活習慣病予防などに取り組んでまいります。 

 また、生活習慣病の合併症は、要介護状態の原因疾患になることも多いことから、

介護部門との連携も強化し、保健事業を実施していきます。 
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